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教育委員会会議規則（第１８条関係） 

会  議  録 

文 書 分 類  保存期間 ○永、10、5、3、1 年   

会 議 の 名 称 第５回教育委員会定例会 

 

開  催  日  時 

令和３年５月２１日（金）      

午前・午後    ２時５５分開会 

午前・午後    ３時５０分閉会 

開  催  場  所 真壁庁舎 ３階 ３３５０会議室 

 

 

 

 

出    席    者 

（委員出席者氏名） 

教育長 稲川 善成、教育長職務代理者 野村 和夫 

委 員 小林 源洋、委 員 大島 均 

委 員 市村 尚夫 

（説明の出席者職・氏名） 

教育部長 栗林 浩 

次長兼学校教育課長 園田 哲也 

生涯学習課長 久見木 憲一 

スポーツ振興課長 五十嵐 敦 

文化財課長 高久 幸子 

学校給食センター所長 荒井 真澄 

議事録署名人の選任 小林 源洋 委員 

会  議  内  容 別紙のとおり 

会  議  資  料 
別紙のとおり 

第５回教育委員会定例会 

会議録作成方針 要点記録  

その他必要事項  

情報の公可否 
○可・否 

不開示理由（部分開示を含む） 
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会  議  内  容     （審議内容・審議経過・結論等） 

園田学校教育課

長 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5分早いですけど初めてよろしいでしょうか。 

本日、教育指導課の田部井課長につきましては、別の会議に出席

しなければならないため欠席となります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは会議の前に資料の確認をさせていただきます。 

（資料の確認） 

 

 

午後２時５５分開会を宣する 

 

【１.開会】 

それでは、桜川市教育委員会定例会を始めさせていただきます。 

はじめに、稲川教育長からご挨拶と、諸般の報告をお願いいたしま

す。 

 

【２.教育長あいさつ及び報告】 

 改めまして皆さんこんにちは。お忙しい中、また、天気が優れな

い中お集まりいただきありがとうございます。新型コロナウイルス

感染症対策の切り札として期待されているワクチンですが、4 月下

旬に医療従事者ならびに高齢者施設の関係者等、これらを順にスタ

ートした訳ですけれども、5 月 31 日から 75 歳以上の高齢者を対象

として摂取が行われる予定となっています。ちなみに、70歳以上が

7000人、65歳～74歳が 7000人、16～64歳が 22000人となっていま

す。ワクチン効果によって感染拡大が少しでも収えられる状況にな

ることを期待しています。学校の方ですが、感染が収えられている

状況がありますので、先週から羽黒小をスタートにし、遠足が始ま

りました。今週は桃山学園でプールが始まりました。プール学習に

ついても十分な感染予防をしながら行っていきたいと思います。昨

年は行わなかったが、今年もやらないというわけにもいかない。特

に着衣水泳だけでもやらせてあげたいと考えているところです。 

これまで同様、感染予防に努めながら学校の通常通りの活動ができ

るよう努めて参ります。 

 本日の議案は１件、報告は２件ございます。慎重なご審議のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

４月５月のスケジュールの報告をさせていただきます。 
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園田学校教育課

長 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久見木生涯学習

課長 

 

稲川教育長 

 

野村委員 

 

 

 

久見木生涯学習

課長 

 

 

 

（資料により報告） 

 

ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事進行については稲川教育長にお願いい

たします。 

 

 

ただいまから、令和３年第 5 回桜川市教育委員会定例会を開催い

たします。本日の出席委員人数は私を含めまして５名ですので全員

出席しております。本委員会は成立いたします。 

 

【３.議事録署名人の選任】 

本日の定例会における議事録署名人でございますが、小林源洋委

員にお願いしたいと思います。 

 

本日協議していただく案件ですが、議案が１件、報告が２件でご

ざいます。ご協議をよろしくお願いいたします。 

 

【４.議事】 

それでは早速議事に入らせていただきます。 

議案第１５号「桜川市こども見守りボランティア設置要綱の制定

（案）」 について、生涯学習課から説明願います。 

 

 

（資料により説明） 

 

 

説明が終わりました。委員さんから発言あればお願いします。 

 

３条の安全ボランティアと見守りボランティアの違いは何です

か？ 

 

 

統一すべきなので修正させていただきます。ご指摘ありがとうござ

います。 
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大島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久見木生涯学習

課長 

 

大島委員 

 

久見木生涯学習

課長 

 

 

大島委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

久見木生涯学習

課長 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

久見木生涯学習

課長 

 

 

子どもたちの見守りボランティアは各地区で実施され、動いてい

るところがあります。例えば、桃山学園にりんりんロードを利用し

て通学している状況ですが、うちの自治体（東山田）では、班ごと

にボランティアを集って月ごとに、今月は何班かお知らせをして当

番を決めています。ベストと誘導具を次の人に回しています。例え

ば、このように実施しているところで、何かあったときは地区の保

険を使うと確認はしてありますが、新しい会員証のようなものがあ

りますが、自治会に団体用として３個ほど発行されれば意識が高ま

るのではいかと感じたのですが。 

 

検討させていただきます。 

 

 

朝晩の登下校時に東山田地区で２カ所ほどに立っています。 

 

既に実施いただいているところであれば、活動をさらに継続してい

ただくのに今回の設置要綱が生かされるのであればぜひお待ちい

ただければと思います。 

 

今までの組織を生かしていきたいと思います。 

 

貴重なご意見ありがとうございました。検討していきたいなと思い

ます。また、学校ごとにやっているということですが、学校で集い、

市でも集っていて２つになっていますが、両方に入っているという

のはどうでしょうか。 

 

基本的に日常に見守りボランティアを利用する際には、ある程度団

体がかぶっていても、手厚さという意味ではいいのかなと思いま

す。まずは、できるだけ広くいろんな方に日常的に見守っていてだ

くという趣旨でございますので、多少他の団体の活動と重複しても

やむを得ないのかなと考えています。 

 

市民全体で見守るという感じですね。 

 

こどもを守る１１０番の家や青少年育成に協力する店舗といった

方達などともだぶってくるのではないかなと思いますが、何時に子

どもたちを見守るということだけではなく、例えば、自分の孫が帰
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大島委員 

 

 

 

稲川教育長 

 

 

 

全委員 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲川教育長 

 

大島委員 

 

園田学校教育課

長 

 

大島委員 

 

園田学校教育課

長 

 

大島委員 

 

 

ってくる時間帯にベストを着て見守るなどでも見守りに繋がるの

ではないかと期待しています。できるだけ広く活用していただけれ

ばと思います。 

 

学校は登下校の時間を地区に回覧板で回しています。当番の人は一

週間の中で自分の都合のいい時間帯で行っているという状況です

が、学校との連携も必要になってくるのかなという気がします。 

 

ありがとうございます。 

議案第１５号「桜川市こども見守りボランティア設置要綱の制定

（案）」について、原案どおりとすることにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしの声確認しましたので、議案第１５号は原案どおり決定い

たします。 

次に、報告第７号「桜川市教育委員会事務点検評価委員会委員の委

嘱」について、学校教育課から説明願います。 

 

 

（資料により説明） 

 

 

説明が終わりました。委員さんから発言ございますか。 

 

会議は年１回ということで？ 

 

２回です。 

 

 

委員の中で、委員長が選ばれるとういことですか？ 

 

その通りです。 

 

 

まだ６月の会議はやっていないから、名簿に名前はあがっているが

委員長はまだ決まっていないということですか？ 
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園田学校教育課

長 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

五十嵐スポーツ

振興課長 

 

稲川教育長 

 

五十嵐スポーツ

振興課長 

 

稲川教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

園田学校教育課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決まっていないです。 

 

 

それでは、他に発言がありませんので、報告第７号「桜川市教育委

員会事務点検評価委員会委員の委嘱」について、報告書のとおりと

いたします。 

次に報告第８号「桜川市真壁トレーニングセンターの設置及び管理

に関する条例の一部改正」についてスポーツ振興課から説明願いま

す。 

 

（資料により説明） 

 

 

市内、市外をとったということですね。 

 

はい。 

 

 

委員さんから発言等があればお願いいたします。 

発言がありませんので、報告第８号「桜川市真壁トレーニングセン

ターの設置及び管理に関する条例の一部改正」について、報告のと

おりといたします。 

 

議事は以上となります。 

議事進行にご協力いただきありがとうございました。 

それでは、進行を学校教育課に戻します。 

 

議事進行ありがとうございました。 

 

以上で定例会を終了いたします。ごくろうさまでした。 

 

午後３時５０分 閉会を宣す。 
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 会議の正なることを証します。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

教育長 

 

 

 

     議事録署名人 

       教育委員   

 

 


